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令和８年 不当労働行為事件一覧表（１月末現在）

１ 前年繰越事件

整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

４年７号 Ａ及びＢは、令和４年（2022年）３月１日、

１ 日刊新聞の発行を業とするＹ会社に、記者とし ４.７.４ － － ０回 ０回

映像・音声・文字 て雇用された。 （19回）（１回）

情報制作業 Ａは、Ｙ会社における休日日数や時間外賃金 追加申立 （係属中）

等の割増分が未払いであること等に不満を持 ５.１.20

ち、同年５月５日に自ら３６協定締結に向け従

業員代表に立候補したところ、従業員の過半数

である５人から賛同する旨の署名を得て、同月

11日に従業員代表に選出された。なお、賛同者

は同月19日までにさらに２人増え、計７人とな

った。

従業員代表Ａは、同月17日にＹ会社の人事業

務を受託しているＺ会社の従業員Ｃを通じてＹ

会社代表取締役兼Ｚ会社代表取締役社長Ｄに対

し、３６協定等の締結に向けた協議の実施や未

払賃金の支払い等の要望を伝えた。その後、同

月31日までの間にＹ会社の取締役Ｅらから回答

を受ける機会が数回あったが、要望に対して明

確に答えることはなかった。また、同月27日、

取締役Ｅは３６協定について、従業員代表Ａに

案等を提示することなく協定書を作成し、労働

基準監督署に提出して同月23日付けで受理され

たことを明かした。

その後、Ａの従業員代表選出に賛同する署名

をした者のうち５人から賛同を取り下げる旨

の意思表示があり、うち４人が実際に取下げ

の署名をした。

６月３日、Ａ及びＢは両名を組合員とする

労働組合を結成し、翌４日朝、執行委員長Ａ

から組合の結成を知らせるメールを代表取締

役Ｄあてに送信した。

同日午後、代表取締役Ｄらは副執行委員長

Ｂを会議室に呼び出し、勤務状況等に関する

ヒアリング等を行った。

その後、取締役Ｅは副執行委員長Ｂを別の

部屋に移動させ、「人事総務付け」とする旨の

辞令書を交付するとともに、今後従事すべき

業務として会社１階の掃除や倉庫整理等と記

載した書面を渡し、さらに他の従業員がいる

２階に立ち入らないよう命じた。辞令交付の

際、副執行委員長Ｂは取締役Ｅに対し、組合

の結成を伝えるとともに、辞令に対して異議

を述べた。

代表取締役Ｄらは、引き続き執行委員長Ａ

に対しても副執行委員長Ｂと同様にヒアリン

グを行った。その中で、執行委員長Ａは、組

合を結成し、自らがその執行委員長であるこ

とについて伝えた。取締役Ｅは執行委員長Ａ

に対しても副執行委員長Ｂと同じ内容の辞令

書の交付と今後従事すべき業務等の指示を行

った。辞令交付の際、執行委員長Ａは取締役

Ｅに対し、後日異議を述べる可能性がある旨
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) 伝え、また従前からの要求に対する回答を改

めて求めたが、取締役Ｅは回答しなかった。

同月５日、執行委員長Ａは取締役Ｅに対し、

メールで改めて上記辞令について異議がある

旨伝えた。以降、組合はＹ会社に対し、再三

にわたって上記辞令の取り消しを求めたが、

Ｙ会社は同月30日まで明確に答えなかった。

同年７月１日、Ｙ会社代理人弁護士から執

行委員長Ａに対して受任通知があり、Ｙ会社

には上記辞令を撤回する意向がない旨の回答

がなされた。

（追加申立(５.１.20)）

令和４年（2022年）６月８日以降、組合は

会社に対し何度もＡ及びＢの配置転換の撤回

等に関する団体交渉の申入れを行ってきたが、

会社が不誠実な対応に終始したため、配置転

換の撤回等に関する団体交渉は行われなかっ

た。

同年７月29日、会社はＡ及びＢに対して「本

採用拒否通知」を送付し、同年８月31日の試

用期間満了をもって雇用契約を終了し本採用

（１・２・３） を拒否する旨を通知し、解雇した。

４年10号 医療法人Ｙ（以下「法人」という。）が経営

２ するＹ１病院では、３、４年ほど前から、退職 ４.11.11 － － ０回 ０回

医療業 金規定が職員に対して何らの通告もなく就業規 （16回）

則の中から消失しており、職員が事務長に尋ね 追加申立（係属中）

ても「個別に退職金額を聞いてくれれば答える」４.12.23

と返答があるのみで、法人は退職金規定そのも ５.２.17

のの開示を拒否していた。 ５.７.３

令和４年（2022年）８月、Ｙ１病院の看護師 ５.12.15

長Ａは、看護師長から一般看護師へ２階級降格

を提示された問題でＸ１に個人加盟した。同月

９日に団体交渉申入書を送付し、退職金規定な

どの諸規定を含む就業規則全体の提示を要求し

たが、送付されたものは「就業規則」、「給与

規定」及び「定年後の職員の再雇用に関する規

則」のみであり、退職金規定は提示されなかっ

た。同月29日及び同年９月６日の２回の団体交

渉を経て、法人がＡの２階級降格を撤回し、看

護師長として働き続けることで双方合意した。

同年10月27日、Ａを支部長としてＸ１の支部

のＸ２が結成された。

同月28日、Ａ及びＸ１のＢ書記次長は、法人

のＣ理事長に対し、８月の団体交渉要求時の法

人の対応を踏まえ、組合結成通知書及び団体交

渉申入書等を手交し、団体交渉事項の第１項で

「退職金規定など諸規定を含む」就業規則の提

示を求めた。

同年11月２日、法人より回答書がＦＡＸで送

付されたため、同月４日、Ｘ１及びＸ２（以下

これらを併せて「組合」という。）は、再度団

体交渉申入書をＦＡＸで送付し、団体交渉の日

程候補を提示した。

ところが、同月９日、組合の要求している交
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) 渉事項に回答することなく、法人は病棟管理日

誌のファイルに「就業規則に入れて下さい」と

書かれた付箋の付けられた「退職金支給基準表」

をはさんで、職員全員が見られる形にした。本

件申立日である同月11日現在、法人から組合に

対して退職金規定などの資料提示はなく、組合

の申入書に対する返答も来ていない。

（追加申立(４.12.23)）

令和４年12月19日、Ｘ労働組合及びＸ労働組

合Ｙ１病院支部は、法人Ｙ及びＹ１病院と団体

交渉を約２時間実施した。組合は病院内会議室

での団体交渉開催を求めたが、法人はそれを拒

絶し、組合も、新型コロナウイルスの感染者数

の多い現状に鑑みて、特例として病院から２キ

ロメートル離れた区民センターでの開催を了承

した。

組合は、団体交渉事項として、就業規則およ

び労使協定の提示など、事前に申し入れていた

もののほか、３６協定及び２４協定を締結して

いるか質問したが、病院のＤ事務長および法人

のＥ次長は、その事実について知っているにも

関わらず質問に答えなかった。３６協定につい

ては、同年10月の組合結成当初から提示を求め

ており、協定が周知されていない事実について

も追及したが、法人は、組合の質問に回答しな

かった。

また、組合は組合活動で必要な場合、会議室

など法人内施設の使用を求めたが、法人側代理

人は合理的理由も述べずに施設利用を拒否し

た。

また、病院の診療受付は17時で終了するとこ

ろ、団体交渉は18時から行われ、病院１階の大

会議室は20名程度は収容可能であり、かつ入院

病棟は２階以上にあるため、入院患者等への影

響もないが、今回開催された区民センターは、

病院からおよそ２キロメートル離れた場所にあ

り、組合員に移動の労力や時間の負担が生じる

ほか、空き室の有無に団交開催日程が左右され

たり、貸会議室使用に費用負担が生じるなどの

問題があるため、次回以降の団体交渉を病院内

会議室で開催するよう求めたにもかかわらず、

法人は「病院には静謐な環境が求められ、団体

交渉にはふさわしくない」、「病院内で開催し

た実績がない」として院内開催を拒否した。

（追加申立(５.２.17)）

Ｘ組合は、令和５年２月２日付け申入書で、

労働者代表の選出方法について、同月20日に予

定している団体交渉で話し合うよう求めた。

すると法人は、同月３日の18時頃、院内メー

ル及び各階の掲示板で「2023度過半数労働者代

表選出のお願いについて」という書面を発し、

この書面で、初めて組合員含む職員は、法人が

労働者代表選出を行っていることを知った。

組合は同月６日、本件の労働者代表選出手続

における違法性を主張し、団体交渉拒否につい

ても抗議し、選出手続中止を求めたが、同月10
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) 日、Ａ支部長の机には同月９日付け締結の「時

間外労働・休日労働に関する協定届」と題した

ファイルが置かれていた。

この間、組合はおろか職員に対しても、労働

者代表信任投票の結果すら知らされることはな

かった。

また、組合は、令和４年10月28日に組合結成

通知及び団体交渉申入書を手交して以来、本来

法人に周知義務があるにも関わらず周知されて

いない資料を、組合員の基本的な労働条件を把

握する必要があることを理由として、法人に提

示するよう求めているが、法人からは一部を除

いて提示されていない。

特に、就業規則は労働者の基本的な労働条件

であり、これが分からないことは自らの労働条

件が不明確であることに等しく、この提示を求

めることは労働条件の明示を求めることと同義

であり、義務的団交事項に該当する。

さらに、少なくとも親睦会規程等については、

団体交渉で法人が提示できると答えたものであ

るため、提示しないことは団体交渉で合意した

事項の反故に当たる。

（追加申立(５.７.３))

令和５年６月28日、組合と法人は区民センタ

ーで団体交渉を行った。なお、組合は法人に対

し、当日の議題を事前に提示していた。

組合は事前提示した議題について法人のＦ

看護部長に質問したが、Ｆ看護部長は抽象的

な回答を繰り返し、また無言を貫き回答しな

かった。

このような交渉の中で、同月２日にＦ看護

部長からパワーハラスメントを受けたとする

Ｇ組合員が泣き出して退出したため、Ｂ書記

次長はＦ看護部長にこのハラスメント問題に

ついて質問したが、Ｆ看護部長はこの件が議

題として事前提示されていないことを理由に

回答を拒否した。さらに、法人側代理人は、

これ以上事前に提示していないことを質問す

るなら退出する旨発言し、退出の準備を始め

た。

このためＡ支部長が法人側に対し、事前に

提示した議題に戻るので席に戻るよう申し入

れたところ、法人側代理人は、Ａ支部長だけ

でなく、その場にいる組合員全員から質問の

撤回と謝罪をするよう要求した。Ｂ書記次長

が謝罪はしない旨を述べると、法人側出席者

は団体交渉を一方的に打ち切って退出した。

（追加申立(５.12.15))

令和５年６月28日に行われた団体交渉以降、

組合は同月30日付け「抗議書および申入書」

に始まり計11回にわたって未払賃金精算等の

各種事項についての団体交渉を書面で申し入

れたが、法人はこれらの申入れに一切の回答

（２・３） をせず、拒否し続けている。
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

６年６号 申立人であるＸ１労働組合（以下「組合」と

３ いう。）及びそのｙ病院における支部のＸ２労 ６.７.４ － － ０回 ０回

医療業 働組合（以下「支部」といい、組合と支部を併 （５回）

せて「組合ら」という。）は、被申立人であり 追加申立（係属中）

ｙ病院を経営する医療法人Ｙ（以下「法人」と ６.11.18

いう。）との間では、令和４年（2022年）10月

の支部結成から現在に至るまで、法人の団体

交渉拒否等をめぐって組合らが不当労働行為

救済申立てを行うなど、労使間の対立がある。

法人は、令和５年（2023年）６月28日を最

後に組合らとの団体交渉に応じておらず、こ

れに対して組合らはストライキを実施するな

ど、活発な組合活動を行っていた。こうした

状況で、法人から組合員らに対して次のとお

り不利益取扱いが行われた。

１ Ｘ２の組合員であるＡは、令和６年（202

4年）５月７日付けで減給処分を受けた。処

分の理由としては、令和５年（2023年）５

月１日から同月２日に掛けてＡが派遣職員

のＢに対してした言動が、指導に藉口した

パワーハラスメント行為であり、就業規則

の懲戒事由に該当するというものであった。

２ Ｘ２の支部長であるＣは、令和６年（202

4年）５月28日付けで減給処分を受けた。処

分の理由としては、①Ｃが令和５年（2023

年）９月21日に誤ってｙ病院の看護部長で

あるＤに電話を掛け、直後のＤからの折り

返し電話に対して不適切な態度を取ったこ

となどが、モラルハラスメント行為である

こと、②Ｃは上記①に関してＤの過剰な謝

罪要求があったとしてパワーハラスメント

の申立てを法人のハラスメント防止委員会

に行っていたところ、当該委員会の調査に

おいてＣは虚偽の陳述を行うなど、Ｃによ

る通報は悪質な不正通報であることであり、

いずれの行為も就業規則の懲戒事由に該当

するというものであった。

３ ｙ病院では、就業規則上、日勤の休憩時

間は「午後０時から午後１時までの１時間

及び上記以外で業務に支障のない10分間」

と定められているところ、Ｘ２の組合員で

あるＥなど計５名は10分間の休憩を取得で

きなかった時間について時間外労働として

Ｄに承認を求めたところ、Ｄは承認しなか

った。Ｃは、Ｄに対してその理由を問うた

ところ、Ｄは、組合員であることを理由に

承認していないことを明言した。なお、Ｄ

は非組合員の従業員に対しては休憩時間中

の時間外労働を承認していることが確認さ

れている。

上記の法人の行為のうち、１及び２につい

ては、いずれもストライキなど組合活動が活

発化する中で行われたこと、懲戒事由が認め

られないこと、懲戒の対象とされている出来

事からＡについては１年以上、Ｃについては

半年以上も経過してから立て続けに行われて
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) いること、そもそも法人の懲戒権の存在自体が

疑われる事情があることなどからすれば、不当

労働行為意思に基づきなされた不利益取扱いで

ある上、組合らの活動時期との関係や、特にＸ

２の支部長として影響力のあるＣに対して懲戒

処分がなされていることからすれば、法人は組

合を弱体化させようとして懲戒処分を行ったも

のといえる。また、３については、Ｄが非組合

員の時間外労働のみ承認している実態や、Ｄの

Ｃに対する発言内容からすれば、組合員である

ことを理由としてなされた不利益取扱いである

上、同じ理由から、法人が組合を弱体化させよ

うとする姿勢が顕著である。

（追加申立（６.11.18））

Ｘ２の支部長であるＣに対し、新たに次のと

おり不利益取扱いが行われた。

１ Ｃは、令和６年（2024年）９月９日付けで

減給処分を受けた。処分の理由としては、Ｃ

が同年４月30日に法人理事長やＤら役職者等

が閲覧可能な業務用チャットにおいて、職員

に過重労働や残業しても残業手当を支払われ

ないことの改善等を訴えた投稿内容がＤに対

する侮辱、法人に対する誹謗中傷に該当する

というものであった。

２ 続いてＣは、同年９月20日付けで、再雇用

契約の期間満了日である同月23日をもって雇

用契約が終了し、退職となる旨の通知（以下

「本件通知」という。）を受けた。本件通知

に至る経緯は、概要、以下のとおりである。

Ｃは、令和２年（2020年）９月23日に満

60歳の定年を迎え、同月24日に法人との間で

期間を１年間とする再雇用契約を締結して以

来、期間を１年とする再雇用契約を３回更新

しており、Ｃは勤務を継続することに何ら支

障がない健康状態にあり、Ｄを始めとして65

歳以上の労働者が複数在籍していることなど

から、当然満65歳以降も継続勤務を期待して

いたところ、令和６年（2024年）８月23日、

法人から何らの説明もなく、満65歳で契約が

終了し、契約更新はしない旨の条項（以下「本

件更新上限条項」という。）が追加された「再

雇用契約書兼労働条件通知書」（以下「本件

再雇用契約書」という。）を交付された。

これを受け、組合らは、法人に対し、同年

９月４日付けで本件更新上限条項の撤回等に

ついて団体交渉を申し入れ、Ｃは本件更新上

限条項等の文言を二重線で抹消し訂正印を押

した本件再雇用契約書を法人に提出した。

これに対し、法人は団体交渉申入れを拒絶

し、Ｃに対し、同月９日付けで「更新上限条

項等の文言を抹消して再雇用契約を締結する

ことはできず、現在締結している再 雇用契

約の期間満了日である同月23日をもって雇用

契約が終了となる」旨を通知し、本件更新上

限条項が記載された本件再雇用契約書に署名

押印するか雇止め（実質的解雇）されるかの
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) 二者択一を迫った。

Ｃは、同月18日、やむなく上記抹消をせ

ず本件再雇用契約書を提出し、組合らは、

法人に対し、同日付けで団体交渉拒否に抗

議するとともに、本件更新上限条項は無効

であるとして、引き続きＣの継続雇用の在

り方について団体交渉の実施を求めたとこ

ろ、法人からＣに対し本件通知がなされた

ものである。

上記１の懲戒処分は客観的合理的理由を欠

くものであり、上記２の雇止め（実質的解雇）

は懲戒処分に引き続きなされており、法人が

組合らの団体交渉申入れを拒絶し続けている

状況において、組合活動として不当労働行為

救済申立てや残業代請求訴訟の提起を進める

中、組合活動を嫌悪してあえてなされたもの

である。特に、支部長として影響力のあるＣ

に対して懲戒処分及び解雇等がなされている

ことからすれば、組合の弱体化や組合員の組

合活動への萎縮的効果をもたらすものである

（１・３） といえる。

７年２号 令和元年（2019年）10月２日、Ｘ１組合は合

４ 併前のＹ１共済組合と「労使間協議に関する覚 ７.５.１ － － ０回 ０回

金融業、保険業 書」（以下、「覚書」という。）を締結し、労使 （２回）

交渉を実施してきた。 （係属中）

令和４年（2022年）４月のＹ１共済組合の合

併を控え、同年１月24日に覚書の破棄について

労使間で合意した。

同年４月１日にＹ１共済組合ら道内の５つの

共済組合の合併でＹ共済組合が成立したが、労

働組合はＹ１ら旧共済組合ごとに存続した。

同年９月27日、Ｘ１組合は、Ｙ共済組合に覚

書の締結の要望書を提出したが、同年10月26日

にＹ共済組合から「覚書の締結はしません。な

お、今後とも労使協議においては、誠実な対応

を行っていきます。」との回答があった。

同年12月７日、Ｘ１組合は、旅費支給規則等

の改定について、事前に意見聴取なく改定手続

が行われたことに対し、Ｙ共済組合に抗議文を

提出したところ、同月21日、Ｙ共済組合から謝

罪の回答があった。

令和５年（2023年）９月13日、Ｘ１組合は労

働条件の協議と覚書の締結に関する「要求書」

をＹ共済組合に提出したが、同年10月30日にＹ

共済組合から「覚書の締結はせず、引き続き労

使協議を誠実に行ってまいります」との回答が

あった。

同年11月29日及び同年12月20日に行われた事

務折衝において、Ｙ共済組合のＡセンター長か

ら、労働協約を締結できない理由は、少数の労

働組合が複数ある中で個別の労働組合それぞれ

とは締結しないためだと思う、と伝えられ、同

月25日、Ｘ１組合はＹ共済組合に抗議文を提出

した。
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

(続き) 令和６年（2024年）４月、Ｘ１組合はＹ共済

組合に団体交渉を申し入れ、同年５月23日、団

体交渉が行われたが、Ｙ共済組合は従来の姿勢

を変えず労働協約の書面での締結を拒否した。

同年６月27日、Ｘ１組合は団体交渉を踏ま

え覚書の各項目についての「質問書」を提出

したところ、同年８月22日にＹ共済組合から、

第１項目の「合意を持って実施されること」

以外には「合意しているものとして対応して

いる」としつつ、労働協約の書面締結につい

ては拒否する旨の回答があった。

同年10月18日、Ｘ１組合は北海道労働委員

会にあっせんを申請したがＹ共済組合は応じ

（２・３） なかった。

５ ７年３号 令和３年（2021年）３月25日、Ｘ１組合は合

併前のＹ１共済組合と労働協約書を締結した。 ７.５.21 － － ０回 ０回

金融業、保険業 両者は従来から年度毎に労働協約を締結してお （２回）

り、その他必要事項は別途協定書を締結してい （係属中）

た。

令和４年（2022年）３月23日、両者は、団体

交渉で現行労働協約の破棄について合意し、同

月24日、新たに２項目の労働条件に関する協約

書を締結した。

同年４月１日、Ｙ１共済組合ら道内の５つの

共済組合の合併でＹ共済組合が成立したが、労

働組合はＹ１ら旧共済組合ごとに存続した。

令和５年（2023年）９月13日、Ｘ１組合は、

Ｙ共済組合に「労使間協議に関する覚書」（以

下、「覚書」という。）の締結の要求書を提出

したが、同年10月30日にＹ共済組合から「覚書

の締結はせず、引き続き労使協議を誠実に行っ

てまいります。」との回答があった。

同年12月８日、Ｘ１組合がＹ共済組合のＡセ

ンター長へ回答書の内容を問いただしたとこ

ろ、Ａセンター長から「この要求書だけでなく、

今後も労働協約は結ばない」という説明があっ

た。

令和６年（2024年）２月１日、Ｘ１組合から

覚書を締結できない理由及び今後も覚書を締結

できない理由の説明を求める要求書を提出した

ところ、同年３月28日、「各労働組合と中立的

態度を保持し、誠実な協議を行っていく」との

回答があった。

同年５月１日、Ｘ１組合はＹ共済組合に併存

している他の労働組合と共同で団体交渉をＹ共

済組合へ申し入れたところ、同月23日、Ｙ共済

組合から集団交渉には応じられないが、個別交

渉に応じるとの回答があった。

同年６月４日、Ｘ１組合はＹ共済組合へ単独

での団体交渉を申し入れ、同月17日、団体交渉

が行われたが、Ｙ共済組合は従来の姿勢を変え

ず労働協約の書面での締結を拒否した。

同年11月18日、Ｘ１組合及びＸ２組合は北海

道労働委員会にあっせんを申請したが、Ｙ共済

（２・３） 組合は応じなかった。
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整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

６ ７年４号 令和７年（2025年）４月21日、会社従業員は

組合を結成し、同月30日、未払賃金の支払、休 ７.５.23 － － ０回 ０回

娯楽業 業補償、現場復帰等について団体交渉を申し入 （３回）

れたが、同年５月７日、会社は「雇用契約が存 （係属中）

在しない。」、「労働契約が終了している。」と

して、この申入れを拒否した。組合員の労働契

約は成立しており、会社の団体交渉拒否は正当

（２） な理由がない。

７ ７年６号 Ａ及びＢは、葬祭業を営む会社に正社員とし

て勤務している。 ７.11.17 － － １回 ０回

その他の生活関連 令和７年（2025年）５月26日、Ａ及びＢは組 （１回）

サービス業 合に加入し、同年６月６日、組合は会社宛てに （係属中）

①社長はじめ執行役員らによるＡ、Ｂらに対す

る一連のパワーハラスメント（以下「本件パワ

ハラ行為」という。）、②同年５月24日のＡに

対するアルバイト従業員Ｃの社内暴行行為を主

な議題とする申入書を郵送し、同年６月16日の

団体交渉開催を要求した。

同月26日に開催された第１回団体交渉におい

て、組合は、Ａ及びＢが組合加入以前に釧路労

働基準監督署（以下「労基署」という。）に相

談していた①について、労基署が会社に対して

行った助言・指導では実質的な改善がなされて

いないことを会社に指摘したところ、会社は本

件パワハラ行為を全面否定したが、引き続き団

体交渉を開催することで合意した。

同年８月８日に開催された第２回団体交渉で

は、組合は③同年７月15日に会社がＡに対し、

組合の反対にもかかわらず職務変更を命じたこ

とも交渉議題に加えたが、会社は①の本件パワ

ハラ行為の全面否定と、③のＡに対する職務変

更は会社の裁量権に属するとの態度を変えず、

さらに、同年８月29日付け会社の回答書で、第

１回団体交渉の議題であった②について、Ａの

挑発行為が原因で会社の業務とは無関係であ

り、使用者責任は負わないと主張した。

その後、会社は④同月11日付けでＢに対し「厳

重注意」などを行ったことから、組合は同年10

月９日付け申入書No.4で②と④とを主な交渉議

題とする第３回団体交渉の開催を要求したが、

会社は同月23日付け回答書で申入書No.4に対し

て論点別に反論をしてきたものの、「これ以上

の協議を続けても平行線のままであって、合意

が達成されるものではありません。よってこの

点について協議に応じることが出来ません」と

繰り返し主張し、団体交渉開催に関する回答は

なかった。

これを受け、組合は同月29日付け申入書No.5

で再度団体交渉の開催を要求したが、会社は同

年11月５日付け回答書で「申入書No.4・No.5に

よる団体交渉の協議には応じることは出来かね

（２） ます」としてこれを拒否した。
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２ 新規事件

整理 事 件 番 号 申 立 終 結 処理 調査 審問

業 種 名 申 立 要 旨 年月日

番号 （労組法該当号） 年月日 終結区分 日数 回数 回数

なし

（注）１ 調査回数、審問回数は当該年の回数を記載。なお、( )は総計。

２ 審査期間の目標について当委員会は180日（全終結事件の１件当たり平均処理日数）と定めている。


